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平成29年９月橋本市議会定例会会議録（第５号） 

平成29年９月14日（木） 

 

 日程第24 議案第１号 平成29年度橋本市

一般会計補正予算（第３号）に

ついて 

○議長（岡 弘悟君）日程第24 議案第１号 

平成29年度橋本市一般会計補正予算（第３号）

について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。便宜、補正予算

説明書より歳出から款別に行います。補正予

算説明書の平成29年度一般会計補正予算（第

３号）の10ページをお開きください。 

 まず、２款総務費、10ページから13ページ

まで質疑ありませんか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）移住・定住のところな

んですけれども、説明のほうで内容はわかる

んですけれども、この、要は市外から夫婦が

移住してきて家を建てるということに対する

補助金なんやけども、これというのは、実際、

もともと橋本市もしくはこの近郊でおって、

橋本市へ帰ってこようとしたときに偶然この

補助金があったのか、市が進めている移住・

定住促進の関係で、よそから引っ張ってきた

のかというところが気になります。そのあた

り、もしわかる資料とかお持ちでしたら答弁

お願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）今、おただし

の件なんですが、条件として夫婦ともに市外

の方が移住・定住、しかも３カ月という実績

があって初めてこの補助金の対象となってま

いります。そういうことから、全員、市外で

もともと住まれておった方ということです。

その内容について、家を建てようとする気持

ちからたまたま橋本市へ来ればそういう補助

金があったのかどうかというアンケート調査 

 

なんかもしております。約半数の人がそうい

う情報を持ってこちらのほうに移住してきた

と聞いております。それ以外の方については、

いろんなところを選ぶ中でその補助金がある

なしにかかわらず橋本市というところへ住み

たいということから、こちらのほうへ移住さ

れてきて、たまたまその制度を行政のほうで

聞かしていただいた、そういうことになって

おります。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）これ、当初で500万円、

10件ぐらいの分が上がってて、今回こんだけ

大きく上がるということは、もう現状でそれ

だけの問い合わせなり動きが見えているとい

うことで間違いはないですか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）今回の補正に

つきましては、今年度になってから７月まで

に当初予算枠の10件全て、もう７月の中旬ぐ

らいまでで申請が上がってまいりました。現

在、申請待ち７件の方がおられます。これは、

実は当初予算を編成するときに、この500万円

ではなかなか実績にはほど遠いであろうとい

う、そういう予測は立っておったんですが、

歳入歳出の調整の中で前年度よりかなり下回

った予算、当初の予算提案をさせていただい

ております。そういう状況の中から４月、６

月平均当たり３件ありまして、その12カ月分、

36件分に対して、さらに今フラット35の金利

が、せんだって住宅金融支援機構と積極的に

移住・定住しておるところについては、この

フラット35の融資について利率を0.25％５年

間下げましょうと、そういう協定を締結する

ことが可能になりました。そういう条件が一

層移住・定住の条件がよくなったということ
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から、若干増やして最終的に40件、本年度に

ついては申し込みがあるであろうという予測

から、最終の補正後の予算額を2,000万円とし

ております。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ないようですので、次

に、３款民生費、４款衛生費、12ページから

19ページまで質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）15ページの公私連携幼

保連携型認定こども園設置及び運営法人選定

審査会委員報酬なんですけども、これは何人

で何回するという予算になっているんでしょ

うか。 

 それと、12日から公募が始まったというこ

となんですが、今の時点で応募された法人が

あるのかどうか。あるのならば何法人なのか

お願いします。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）まず、今、公

募中ですけども、まだ応募はございません。 

 それと、委員につきましては、10名以内と

いうことで、10名を予定しております。学識

経験者が４名、大学の教員それと子育て支援

の経験者等学識経験者４名、それと６名が関

係する各保育園・幼稚園の保護者の代表者の

方６名の計10名を予定しております。 

 それと、この審査会は３回を予定してござ

います。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）今のところ応募がない

ということなんですけれども、例えば一つし

か応募がなかった場合も選定されるのかとい

うことと、幾つ応募があったとしてもその選

定委員会の中でこの法人はふさわしくないと

いうふうな結論になるということもあり得ま

すでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）応募が１法人

のみのときも審査会はもちろん開催して審査

していただきます。 

 それと、審査の内容についてはまだ詳細ま

では決めておりませんけれども、点数化して

ボーダーラインを引くという予定でございま

すので、実際、法人が１者であっても何者で

あってもそのラインに到達しない場合は候補

者としては選定されないということになろう

かと思います。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ないようですので、次

に、６款農林水産業費、７款商工費、18ペー

ジから21ページまで質疑ありませんか。 

 16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）商工費の13節委託料、

これは高野口エリア周遊キャンペーン事業委

託料ですけれども、どこに委託されてどんな

イベント、それと、歴史好きの中高年旅行者

にＰＲとあるんですけど、どんなＰＲ方法を

考えておられますか。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君、ページ

数。 

○16番（岡本安弘君）すいません。21ページ、

７款商工費です。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）いわゆる観光

振興に関する経費で、橋本市・伊都地域をめ

ぐる高野山麓の世界遺産アクセスバスが季節

限定で運行されることが決定しました。本市

の独自のイベントを県のやる気観光地魅力ア

ップ共同事業の補助金を受けて、それぞれの

エリアで自主的なイベントをやっていくわけ

なんですが、具体的な内容につきましては、

例えば葛城館、高野口の駅前の葛城館で地元
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のお菓子を出してお茶のおもてなし、それと、

内部の見学であったり、人力車に乗ってそこ

から高野口小学校へ行って記念撮影をする。

三彩の壺の、これレプリカなんですけどこれ

を裁ち寄り処に展示して見ていただく。それ

と、観光ガイドの会によりましてこの周辺、

高野口小学校から前田邸、葛城館、高野口の

周辺の内容を説明を受けながら歴史ウオーク

をしていく。それであったり、地場産業のこ

の裁ち寄り処で再織りの体験、さらには前田

邸でお茶会、そういったものにも、当然参加

者には幾分かの参加費をいただきながらこの

事業を季節的にやっていこうと思っておりま

す。こういったところに関してかかわってい

ただいておる南海電鉄や県なんかと一緒にプ

ロモーションをやっていく費用もあわせて計

上させていただいておるところでございます。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）これらの委託

先につきましては、高野口町の商工会にお願

いしたいと思っております。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）それと追加で、高野山

麓世界遺産アクセスバスが期間限定、高野口

エリアに開設されるというお話も聞いたんで

すけど、そのアクセスバスの連携とかについ

てはどのようにお考えなのかと、その葛城館

でのお茶であったり人力車の試乗体験という

ところで、その辺のイベントの頻度とそれに

対する費用対効果というのもどのようにお考

えなのか、その三点お願いします。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）高野山麓をめ

ぐる世界遺産アクセスバスにつきましては、

本年９月16日の土曜日から11月26日の日曜ま

での間、土曜・日曜・祝日に限って１日片便

４便、高野山まで最終行くんですが、高野山

から帰りは３便、そういうことで橋本市だけ

ではなくして九度山町、かつらぎ町、高野町、

こういったところと連携しながら出発駅は橋

本駅でその後、黒河道の入り口に立ち寄って

九度山駅の下、それと九度山の道の駅、その

後、高野口町の駅に立ち寄って丹生都比売神

社へ行きます。そこから奥の院まで行く、そ

ういうコースであります。そういう連携の中

で取り組んでいくわけなんですが、それぞれ

のまちで独自の、先ほどお話しさせていただ

いたイベントをさせていただきます。例えば

九度山町であれば真田ミュージアム、高野山

であれば金剛峯寺の特別展示、丹生都比売神

社なんかでもいろんなプログラムを検討され

ております。それぞれの市町で独自のイベン

トをだいたい定期的に土曜・日曜・祝日に合

わせてやっていこうと思っております。 

 費用対効果につきましては、昨年試験的に

高野口駅を中心としたまち歩きイベントをさ

していただいたところ、非常に好評でしたし、

葛城館のほうにもミニコンサートなんかをし

たんですけど、いっぱいになりました。そう

いう状況からこの10月に観光法人を立ち上げ

るにあたって、少しでも橋本市、高野口の観

光資源の魅力を伝えるという効果は非常にあ

ろうかと思いますし、当日はいろんな産品も

販売していきますので、またそういった売り

上げについても地域に落ちていくのではない

かというふうに考えます。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 ５番 坂口君。 

○５番（坂口親宏君）同じ観光費です。ペー

ジ数でいいますと21ページ中ほど、先ほどの

委託料の上のほう、需用費、印刷製本費なん

ですが、どのような印刷物を何部、どのよう

な場所へ配布されるものなのか。観光関係に

特化したものなのかどうかをお尋ねいたしま

す。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 
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○経済推進部長（笠原英治君）これにつきま

しても全てこの事業に伴うものでございまし

て、先ほどお話しさせていただいたように南

海電鉄であったり南海りんかんバスといろい

ろ協力させていただいております。そういっ

たところから電車につり広告をさせていただ

いたり、あと、ポスターなんかも作成しまし

て、それらを要所のところに掲示させていた

だきます。それ以外に無料のフリーペーパー

なんかにも掲載させていただいたりするんで

すが、一番大きく考えている部分については

クーポンを、それぞれの事業者で使っていた

だけるクーポンをつくって、それにまち歩き

の案内するマップと一緒にいろんなところを

訪ねていただいたところで若干その商品を安

く買える、安く食べられる、そういったクー

ポン券をこのチラシと一緒に配布させていた

だこうと思っております。そういう部分の費

用でございます。 

○議長（岡 弘悟君）部数、どれぐらいの部

数を予定しているのか。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）そういった折

り畳みのリーフレットの部分については、ク

ーポンつきの部分については3,000部、ポスタ

ー制作については100部を予定しております。 

○５番（坂口親宏君）それで、内容は大変結

構だと思うんですけれども、どうも橋本の観

光はターゲットを絞りにくいような戦略的な

印象を受けます。 

 追加で伺います。どういった場所に配布す

るのか。戦略的にはどのような意図を持って、

どういった集客を意図されていらっしゃるの

か。高野口の周遊キャンペーンと今、おっし

ゃっているんですから、ターゲットをどこに

置いているのかお尋ねいたします。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）これはもう橋

本市だけのイベントではございません。広域

圏、高野山の世界遺産も含めたこの大きなエ

リアでのイベントになってまいりますので、

ターゲットとしては関西圏を中心とした日帰

り観光客、宿泊観光客を対象にして、主要な

駅であったり主要なホテル、そういったとこ

ろにお配りしたいというふうに考えておりま

す。当然、官公庁の施設なんかにも置かせて

いただく予定です。それと加えて事業所、店

舗のほうにも置かしていただく予定をしてお

ります。ターゲットとしては関西圏のファミ

リー層を中心に来ていただければというふう

に考えております。 

○議長（岡 弘悟君）その置く場所について

なんですけども、先ほど一つ目の質問で答え

た内容よりもさらに深くということですか。 

 部長、わかりますか。一番最初の質問で、

置く場所とかはお答えしましたよね。もう一

度場所について。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）主要な駅に置

かしていただくのと、それと関係する事業者、

観光案内所、道の駅、そういった公の、パブ

リックな施設のところへ置かしていただく予

定をしております。 

○議長（岡 弘悟君）よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）今のところの関連のと

ころで、このようにまず補助金をとってさま

ざまなイベントをしていくって非常にいいな

と思うんですけれども、橋本市の観光に対す

る考え方をお聞きしたいなというのがありま

して、というのが、橋本市内でさまざまな補

助金をとって、河南地区やったら河南地区と

かいろんなところでこういうイベントってし

ていると思います。 

 そこでお伺いしたいのが、本市として観光
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を進めていく戦略として何が有効やと思って

いるのかという考え方をお聞きしたいんです

けども、僕も全然、観光素人なのではっきり

と何がええかはわかりませんけども、橋本市

のいろんなさまざまな場所でイベント、イベ

ント、イベント、イベントってやるのも一つ

かもしれませんけども、考え方としたら、い

やもうこれでいくんやと。橋本市はこれを一

番力を入れていくんやというのも観光として、

考え方としてはあるんかなと思うんですけど

も、その点をどう考えているのか、そして、

その観光していくその戦略について、観光し

ていく基本方針じゃないですけども、そんな

んも持ち合わせてこれは進めていっているの

かも含めてお答えください。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）10月に今回の

経済建設委員会でも報告案件として説明させ

ていただくんですが、いよいよＤＭＯが立ち

上がってまいります。ＤＭＯのいわゆる旅行

商品というのは、それぞれ管内の地域資源を

地域の方と一緒になって洗い出しして磨き上

げ、それを来ていただいた方にしっかりお伝

えできる魅力ある商品につくり上げたいと考

えております。現時点では、それぞれの地域

資源を地域の方と一緒に磨き上げていく。こ

れが行政としての役割というふうに考えてお

りますので、そういう意味から今回、高野口

を中心としたいわゆる観光資源になり得るよ

うなものを地域の方と一緒に磨き上げていき

ます。ＤＭＯが立ち上がったときには、黒河

道も含め橋本市内にかかわらず高野町、九度

山町、かつらぎ町、五條市こういったところ

の観光資源、それぞれで磨き上げてきたもの

を点と点で結んで動線的に周遊してもらえる

ようなそういったコースで、できるだけたく

さんの方に来ていただこうと思っております。

それはあるときはインバウンドの方になるか

もしれません。そういった戦略的なことをし

ていくために、まずは観光資源を磨き上げて

いこうという取り組みの一つとしてご理解い

ただければと思います。 

○議長（岡 弘悟君）よろしいですか。戦略

的に有効かどうかというのをメインに聞かれ

てたので、そこの答弁が抜けていると思われ

るんですけど。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）ＤＭＯを立ち

上げて、ＤＭＯというのは当然一つの会社と

して独立していきますので、利益を生んでい

かなければならないという一つの大きな宿命

があります。ただ、一般的な旅行エージェン

トと違って利益だけを追求する組織ではござ

いません。いろんな地域資源を使いながら最

終的には地域振興、この橋本市の活性化、や

がて移住・定住につながるそういったことが、

行政がかかわっていく最終目的だと考えてお

ります。そういうところから、このＤＭＯを

立ち上げることによって行政支援とともにそ

ういう目的がしっかり果たしていけるように

努めていけるというふうに考えております。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）先ほどの岡本議員の関

連で。経済部長、この委託については非常に

歴史文化、観光資源を活用して地域の活性化

を図ることを目的とすると、これ、先ほどか

ら部長がおっしゃっておりました。それはい

いことなんですけども、ちょっと気にかかる

ことが二、三ありますので質問させていただ

いておきます。 

 その中で、人力車、もう大方10年ほどにな

るんやけど何回も言うてもなかなか実行に移

さなかったんで、今回はその委託の中に入っ

て、歴史文化というのは部長もご存じのとお

り人力車というのは織物産業の発展が人力車
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からこれだけ高野口が発展したというそうい

う歴史があるわけですね。それをやっぱり橋

本市の資源、歴史文化そういったものをやっ

ぱりちゃんと頭の中へ踏まえて、それで観光

を誘致していくと。地場産業の拠点になった

のは人力車の乗るその敷物、ペルーから赤い

じゅうたん、これが始まりで結局高野口がも

のすごく発展したんですわな。その歴史的に

あると思うんですよ。そのことも含めて一つ

やっていただくというのはありがたいことな

んですけども、ちょっと部長、私、何回も言

うとったんやけども、あの人力車については

名義変更がきちんとでき上がっているのかど

うかということをお聞きしたいのと、名義が

橋本市の名義にちゃんとしとかなあかんとい

うことをちゃんとしとかんと、あれは高野口

町の、旧高野口町のときに市の公費で３台買

うてあるんですわ。そんなんやから、それを

ちゃんと個人の名義にせんと市の名義にして、

そして、きちんとやっていくということをせ

なあかんのやけど、それができてるのかどう

かということをお聞きしときたい。 

 それと、要するに先ほどから、小西議員も

言われておりましたけども、学文路ももちろ

んそうですけども、個々にそういう観光イベ

ントというのはいろいろやっています。高野

口でも歩行者天国も長年ずっとやっています。

そういうところと連携をして、歩行者天国の

ときにやっぱりそういうこういったものはこ

れからやっていくんやで、三彩の壺も橋本市

にあんのやで。三彩の壺というのはなかなか

これはもうなかなか橋本市にとっては本当、

財産です。それは今現在あるのはレプリカで

すわな。600万円かかっとんねや、あれレプリ

カつくるのに。それも皆さん、知ってもろと

かなあかんねけど、ほんまもんは京都の美術

館の入り口にあります。何億もしますわ。も

のすごい財産ですよ。預けてあるねや、結局、

預けるところがないから、美術館ないからね。

先には橋本市も美術館建てなあかんと思うん

だけど、余計な話やけど、市長にまた美術館

を建てて、三彩の壺、ほんまもんをこっちに

返してもらわなあかんの。ほしたら観光客ど

っさり来るんやけど、そこまでいかいでも、

レプリカで宣伝をするということもよかろう。

それ、600万円かかったということも皆、知っ

てもろとかなあかんねんということと、その

人力車については織物の拠点、最初の発信地

になるんで、それをどんどん宣伝してほしい

なと思います。宣伝。観光の中で宣伝してほ

しいと。お客さんが乗ってもろたときに。そ

ういうことも含めて、もうちょっと内容的に

部長のお考えお聞きしときたいと思います。

三つほど言うたと思うんですけど。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）まず、人力車

の件でございますが、所有者がはっきりされ

てない。これは私の記憶の中では当時、高野

口町が地域おこしのそういう団体があって、

これ協議会やったかもわからんですけど、こ

れは町の有志が集まってその協議会を立ち上

げて、この人力車を３台設置したいんだとい

うことで、その協議会の名前で直接補助金申

請ができなかったために行政として申請させ

ていただいて、それが採択されて、たしか１

台200万円ほどしたと思うんですけど、３台入

ってまいりました。これはあくまでもその当

時の協議会としての所有物件でありました。

やがてその協議会もほとんど活動しておらな

いような、現在、状態になっておりまして、

今、所有者がはっきり言って宙ぶらりんのよ

うな状況になっております。この所有者につ

いてはいろんなその当時携わった方の思いも

ありますし、なかなか、じゃあ行政が引き受

けますと言って私のところへ譲渡できない、

そういう事情もどうもあるようです。ですか
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ら、それをお借りして、今、産業文化会館で

あったり葛城館であったり、そういうところ

に展示させていただいて、イベントのときに

だけ使用させていただく、そういう状況であ

ります。人力車については私のその歴史的な

ふうにどういうふうに考えておるかというご

質問がありましたが、当然、高野口町は旧の

橋本町もそうなんですけど宿場町として栄え、

そこから紀の川の手前まで人力車に乗ってい

き、船着き場から船で渡って今の慈尊院の手

前のところの船着き場に着いて、そこから皆

さん歩いて高野山へ行かれたというそういう

歴史的な流れの中でこの人力車というのは非

常にこの高野口、橋本市と縁の深いものであ

るというふうには私どもも理解しております。

そういう歴史的なそのことも受けて、今後イ

ベントを開催するにあたって、しっかりまた

情報発信、このガイドの会の皆さまにもしっ

かり勉強していただいて、来ていただいた方

にご説明していただければなと思います。 

 あと、このそれぞれのイベントについて、

こういった観光イベントをこの伊都・橋本の

市町が一緒になってそれぞれの自治体がいろ

いろ提案しながらこういった動線的に結んで

一つのある期間イベントをしようということ

は、正直言って私の記憶では今までなかった

と思います。それが初めて県の仲介もあって

一緒にやっていこう。これはもう当然、南海

りんかんバスなんかの協力も非常にあったわ

けなんですが、伊都・橋本、九度山町、かつ

らぎ町、高野町そういったところの中で大き

なエリアとして観光を捉える気持ちが自治体

の中にも必要であるというふうに感じていた

だけるようになったのではないかなというふ

うに、今後のＤＭＯもそういうところから期

待できるのではないかというふうに考えます。 

○議長（岡 弘悟君）あと、もう一つ、レプ

リカですけども、すごく高価なもので、もっ

と人に周知して観光の目玉としてしていくべ

きではないかという答弁が抜けております。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）三彩の壺、レ

プリカ、私、600万円かかっておったのはもう

申しわけございません、理解してなかったん

ですが、今ずっと産業文化会館で展示してお

ったんですが、なかなかそれを知る人もなか

ったようです。そういったところから今回、

この訪ねてきていただけるイベントをしてい

ただく場所に展示し直して、実は橋本市から

発掘、以前されたんだということを皆さんに

周知できたらなというふうに考えております。 

○17番（井上勝彦君）部長、応援ということ

はないけど、私たちも取り組んでいかなあか

んので、応援をしたいという気持ちで質問し

とるんでね。 

 ただ、一つ先ほど部長がおっしゃった人力

車の名義の件やけど、これは名義はある方の

名義になってるんやけど、早いこと橋本市に

引き取ってほしいという話があって、名義を

変えとかなあかんでって、いつでも名義変え

ますよと。もちろん、市が出したお金やから、

私のものではないということで、個人の方は

おっしゃっております。ここではっきり言う

ときますけど、公の場で言うとんねやから、

間違いなしに名義を早く変えることはいつで

も変えますと。書類をつくってちゃんとその

イベントをするまでに市の所有に変えてもら

うということ。もし、難しいようやったら僕、

中へ入りますわ。それはちゃんとやるという

ことに決まってるんで、何回も話して、もう

早う名前変えてほしいよと言うてました。そ

れは心配ないと思うんで、名義を変えておき

ましょう。市民の人力車として堂々と使いま

しょうよ。長崎みたいに、長崎は人力車によ

って観光客、ものすごく呼び込んどるんです

よ。長崎市内でね。橋本市から、人力車の引
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く人は橋本市の人ですわ。ものすごく長崎で

発展してますよ。そういう人力車というのは、

うちはまた違った面で歴史があるわね。旧高

野口町。橋本市全体のものやろうと思うんだ

けど、そういう赤いじゅうたん。これは全国

大会を、人力車の全国大会をやるときに、要

するに予算組みをしたんですわ。それで、前

のときに、全国大会の人力車大会というのを

やって、その後１回きりで、ずっと続けよう

というたんやけどよう続けやんととまってし

もたんやけど、そういう経緯があるわけです。

そのまま葛城館とそれから産業文化会館、ア

ザレアと織物組合とで１台ずつ預かってもろ

て今まで来たと。僕は何回も人力車を有効に

使いましょうよと言うてきたはずと思うんや

で。名義はすぐ変えてくれるんで、あしたで

も今からでも構へんので話つくと思うんで、

本人はそんなんとろうと思ってないと思うん

で、それは心配ないと思います。それが一つ。  

 それともう一つは、その歩行者天国のとき

に、やっぱり人力車、計画では小学校、高野

口町の小学校は古いさかいに、それ、ずっと

経過的に流していこうと思って計画的にある

ようですけども、やっぱり歩行者天国という

のは人が寄るところなんで、その人力車をや

っぱり披露してＰＲして、そして九度山町、

例えば橋本の駅前とかそういうところへ出し

ていけるように、徐々にやっぱり有効に使う

ていくということが橋本市の活性化につなが

ると思うので、それ、ひとつ何とか一番ええ

機会なんで、橋本市へ事務所置くんでしょう、

ＤＭＯ。そういうことも含めてやっぱり開店

のときに橋本の駅前から人力車を引っ張って

くるということぐらい考えなあかんで。高野

口の裁ち寄り処だけではあきまへん。そない

思いますんで、ひとつよろしくご答弁願いま

す。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）まず、人力車

の名義につきましては、私も直接、当時責任

者であった方といろいろお話しさせていただ

いて、今後の取り扱いについてお話しさせて

いただいたんですが、そのときに、一旦、要

望書を出していただいて、こちらのほうで検

討させていただけるような状況にしていきた

いというふうにお伝えしたんですが、なかな

かその要望書さえ出てきておらないのが今の

状況であります。そこからどういうふうに議

員とまたご相談されておるかは私は存じてな

いんですが、そういうことから、そういうと

ころでとまっておるということをご理解いた

だきたいと思います。 

 あと、高野口の歩行者天国については、高

野口の公民館主管事業で、私のところの部署

も実行委員とかかわっておりますので、そう

いった意見も実行委員会の中で出させていた

だくようにします。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）同じところです。19番

議員のお話のちょっと関連なんですけども、

ちょっとずれたら指摘してください。 

 聞いてたら、僕、いつも河南とか黒河道の

ワード出たんで、ちょっとこれは議事録とっ

とるんで間違ったこと言われたら困るなとい

うことで言うときたいと思うんですけども、

その高野口の今回のイベントとか、あと、ほ

かの議員の言われた、橋本市はイベント多過

ぎて、それに対しての費用対効果と、ちっち

ゃいイベントをいっぱいやっとるけど、それ

に対してのしまい、継続性はどうなっとるん

かということを聞きたいんやけども、その間

の過程でちょっとどうしても申し上げておき

たいのは、僕は市長にはいつもお世話になっ

てて、河南で、僕は住んでるとこは河南なの

で、黒河道であったりいろんな物事というの
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は、市長の観光振興の思いとかわからんでも

ないし、手を差し伸べていただいて東西南北

ある中の地域性の中で市長にはよくやってい

ただいているというふうに本当に思っとるん

です。その市長の思いがその現場の職員の思

いがどういうふうに伝わっとるのか。さっき

の経済推進部長の答弁やったら、ＤＭＯとい

うことを先にあるということで、地域の人と

人のつながりとか、一緒にやっていくとか、

こういうワードを言われたらすごいちょっと

僕気分が悪くて、高野口のほうでそれができ

るんやったら、何かの失敗を課題として次う

まいこといくというんやったら、それは否定

はしないです。でも、地域と地域がつながっ

て一緒にやっていってどうのこうのというん

であれば、この黒河道のときの話、掘り出し

て悪いんですけど、何にもこの協議もないし、

ほんで要望合戦にならんようにこっちが精査

してやっとって、ただの要望合戦になっては

いかんよということで地域と地域でやってい

こうやないかと、意見返してくれよと言うた

ら、教育委員会はちゃんとしてくれました。

本当に感謝申し上げるところです。でも、そ

っちの側でいうたら、答えが観光の、教育大

綱があるように、今言われた観光の大綱とい

うことですよね。芯になる部分は何なんやと

いうことで、ＤＭＯになるさかいわからへん

て、市のこの芯になる部分が今は答えられま

せんて来とんやけど、そういうこと議事録に

残されたら何かすごいチームワークとれて、

黒河道が九度山町や高野町と連携してやっと

るように聞こえるんやけど、聞きたいことは

最初言うたとおりなんで、それは答弁いただ

きたいんですけど、そこらについてもちゃん

と連携とれてるんかというのも重ねて経済推

進部に聞きたいんですけどいかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）ＤＭＯが立ち

上がった時点で地域密着型の観光メニューを

動線的につないでいくために、現在いろんな

地域といろいろお話しさせてもらいながら、

それが観光商品になっていくか何地区かと今、

協議を進めさせていただいておる最中でござ

います。その中にいわゆる黒河道である河南

とも担当課のほうからは若干ですけど調整を

しつつあるというふうに聞いておるんですが、

そこの部分については河南のほうでいろんな

イベント、これまでもやってきたと思います。

それはくにぎ広場とへら竿の隠れ谷、恋野の

ほうの似賀尾池を中心とした景観を使ったそ

ういうところで河南の活性化事業として取り

組んできた経緯は、これはあろうかと思いま

す。この中で地域としっかり、そこら調整が

できて地域の思いも反映しながらそこができ

ておったのかというご指摘やと思うんですが、

若干行き違いがあったかもわからんのですけ

ど、行政としては何らかの形で河南を盛り上

げたいという気持ちでいろいろ地元の方々と

意見を出し合ってきたというふうに私は聞い

ておりますので、今後、そういったその誤解

を生じないようにまた一層、地域と調整を進

めていきたいと思いますので、ご理解のほど

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）きついこと言うて悪い

んですけど、そのご理解したいと思います。

そんで、市長の思いはわかっとんです。その

間におるのが職員じゃないですか。やっぱり

不平不満も出とるし、100％の同意なんか絶対

とれないと思います。でも、せめて十中八九

の説明とか誠意というか、思いというのは最

低限一方通行で、イベントの日、切っとるさ

かいに後から広告持ってきたりとか、そうい

うことも実際あったのは部長もご存じやと思

うんです。やっぱりこれから、今、高野口が

ええことするのに対して、やっぱりグレード
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アップして、同じ橋本市でありますからなっ

てほしいとは思うし、そこにけちつけるつも

りもない。同じ橋本市民として橋本を売り出

すという共通の認識と発展は思うとるんです

けども、そこの中のところをきれいに伝達で

きるようにしとかんと二の舞を踏んではいか

んということが僕一番懸念するところです。

だから、やっぱりこれは教育やから、これは

観光やからて言うとるようじゃもうあかんと

思うんです。せっかくブランド推進室もある

んでしょう。だから、やっぱりその地域連携

というのをもうちょっと強化するという約束

をしていただきたいということと、やっぱり

ＤＭＯやさかいにと、ＤＭＯがどうやという

話はこの質疑とは別やけども、いずれこれが

立ち上がったらできるようなふうにしか聞こ

えないんです。でも、やっぱり観光とかそう

いうのは地域と密着するのはやっぱり公務員

と地域の主役の方、そこがまず一番底辺でわ

かってなかったら、どんなところに委託して

も、しんどいのを委託しとるようにしか見え

ないんです。そこを要望として、強い要望と

して言うときますので、最初の答弁もれにな

るんですけども、もう２回目の質問で結構な

んですけども、そのさっきの今後の行く末と

いうのか、もう一回きっちり明確に教えてい

ただきたいです。それで結構です。お願いし

ます。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）確かに行政が

この観光分野にかかわっていくという、特に

法人を立ち上げるにあたって行政がかかわっ

ていくというところは、旅行エージェントが

利益追求のためにするんであればいろんな商

品をつくって販売するだけで終わってしまう

んですが、今、需要者、観光客に望まれとる

のは、体験型の観光であったり、外国人にと

ってはより日本的なそういう生活スタイル、

そういったものの経験を望まれております。

これが全く地域とかかわりのない旅行エージ

ェントが果たしてできるかというと、当然で

きるものではございません。だからこそ、行

政が地域に入っていって、例えば農業をやっ

ている方と観光農園であったり、家庭菜園的

にやっている方とそういう体験型を構築して

いくとか、美しい景観の中でせんだっても商

工会議所でやっていただいたんですけど、似

賀尾池でカヌーの体験であったり、産業関係、

工業関係では工場見学であったりぬいぐるみ

の製作体験、そういったことを一つずつつく

り上げていくことこそがこの今の観光のニー

ズに合った商品開発やと思ってます。そうい

った部分についてはＤＭＯが立ち上がったか

らそこへもう全て任し切るんやというんじゃ

なくして、当然、行政の担当者が地域へ出向

いていってそういった調整が絶対的に必要だ

と思っております。そういった商品を組み合

わせていく中で、これは非常にニーズの高い

周遊コースになるといったものを全面的に発

信していって、たくさんの方に来ていただく

ことによって事業者にお金が落ちる、やがて

移住・定住に結びついていく、そういうふう

なことを今後観光振興としては行政のスタイ

ルで考えていきたいと考えております。そう

いうことです。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えをします。 

 部長が言ったのはＤＭＯ中心の話になるか

と思います。その河南地区に関しては、私も

部長も同じだと思うんです。地場産業をいか

に育てていくか、そして、農業をどうやって

振興していくか、その特産物をどうやって売

り出していく部分の分と、例えば、観光とし

て組み合わせる部分とというのは、当然別の
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ものでないといけないと思っているんです。

はたごんぼの収穫祭というのはあくまではた

ごんぼを売るためのものであって、それによ

って柿を買ってもらうとか、へら竿と組ませ

ることによってそこでへら竿の振興を図るた

めにそういう体験をしてもらうものであると

思うんです。これはあくまで地場産業の振興

という部分でやっていく部分も必ずあります

し、そこは今後とも行政としてしっかりかか

わっていかないと、今、はたごんぼにしても

収穫量を増やしていただいていますから、今

度その売るところを私たちは探さなあかんと

いう、もっとアピールをしていくという部分

であると思っています。 

 これからＤＭＯに関してはこれからそうい

う商品を、観光商品をつくってそれをもとに

地域にお金を落としていく仕組みをつくると

いうことなので、その中で私たちも、ここに

こんないいところがありますよ、ここにはこ

ういうのがありますよという部分で、体験型

というのも確かに入るとは思いますけど、そ

の地場産業を振興していく部分と観光という

のはやっぱり別に考えて、先ほど17番議員が

言われたように高野口との連携というのはＤ

ＭＯでしっかり考えていけばいいと思うんで

す。その中の事業者同士が連携するものであ

っていいと思いますし、ＤＭＯの仕組みとい

うのは地域にいかにしてお金を落としていき

たい、橋本市だけの観光資源だけではどうし

ても集客力が弱い、それによってかつらぎ町

とのまず、地方創生予算ということで、予算

をもらうためにかつらぎ町と連携する。ほか

の丹生都比売神社であったり金剛峯寺であっ

たりたまゆらの里であったり五條市であった

り、そういうところと広域的なつながりを持

って橋本市にも観光客に来ていただいてお金

を落とす仕組みをつくっていく。その１箇所

だけ、橋本市の観光資源だけで多くの人たち

が橋本市へ来れるかということはなかなか今

までの観光施策を見てても、そして、どちら

かというとパンフレットをつくったりＷｉ-

Ｆｉを設置してそれだけで人が来るのかとい

う時代じゃないですし、いかにして橋本市に

はこういう商品がありますよ、その中に柿の

もぎとり体験が入ってきたり、そういうので

地域にお金をつくっていく仕組み、これがＤ

ＭＯなので、今までの観光政策をＤＭＯを中

心にやってもらうと。 

 一方で、やはり地場産業の振興をどうして

いくんや。先ほど言われたパイル織物につい

ても今、商品化も図っていっていますし、新

幹線とか国会とかシートに使われているとい

うのもありますけど、それは大切にせなあか

んのですけど、今、新しいものをつくってい

くという地場産業振興の部分というのは、も

っともっとこれから力を入れていく部分であ

りますし、農業振興についても、以前からは

たごんぼだけやったらあかんでとよく言うて

ますけども、そういうふうに地域に農業を振

興することによって、例えばそこに一緒に人

が住んでもらう人が来れたらええんで、そう

いう中で両面を考えていくということになっ

てくると思いますので、今、ＤＭＯ設立につ

けて頭がいっぱいになってますので、そうい

う説明になってると思いますけど、あくまで

地域を大事にしていく姿勢というのは変わり

ませんし、やはりそういう並行した取り組み

もしていくということでご理解いただきたい

と思います。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）同じく21ページ観光振

興に要する経費で、せっかくやるので人を１

人でも多く来てほしいんですけど、これ見た

らウエブページの整備というのがあるんです

けど、これも目的があると思うんです。まず、
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来てもらうためのウエブページなのか、来て

から高野口を紹介するためのウエブページな

のか。じゃあ、そのウエブページに誘導する

方法というのも橋本市というのが、どない考

えているのかというところ。 

 それと、特に今回は中高年旅行者にＰＲし、

というのが書かれてるので、じゃあスマホだ

けじゃなくガラケーにも対応していけるんか。

また、その誘導方法で、じゃあポスターにも

ＱＲコードを入れたりとかというのをという

部分で、１人でも多く来てもらうためにはそ

の辺まで細かく考えていかなあかんと思って

ます。委託するかとかというんじゃなくて、

市としての方向性は絶対必要だと思うんです

けれども、今現状、わかる範囲でそのあたり

はどのようにお考えですか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）情報発信の媒

体としてリーフレットであったりポスターで

あったり、それにあわせてウエブサイトでも

公開していきます。これは橋本市だけのウエ

ブサイトじゃなくして、県が主体性を持って

いるウエブサイトに積極的にかかわっていく

部分なんですが、当然、きっちりしたターゲ

ットに対してふさわしい発信をしていく必要

があろうかと思いますし、メジャーなサイト

からしっかりリンクしていってもらえるよう

な取り組みが必要だと思います。そういった

ことからメジャーな部分にタイトルだけ上げ

てそこからサイトへリンクしていってもらえ

るような、そういう取り組みを関係しとる市

町、県と一緒に考えていきたいと思っていま

す。場合によったら、例えばＱＲコードなん

かをいろんなところに掲示しながらそこから

誘導していく、そういったことも含めて考え

ておるところでございます。 

○議長（岡 弘悟君）ガラケーへの対応は。

担当課。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）大きなところ

では来ていただくためのサイトでございます。

そこからアプリを使って細かいところの情報

に入っていければ一番いいんですが、なかな

かそういったところまで今回のシステム構築

できておりませんので、無料のそういったサ

イトを使いながらそれぞれの事業者とか店舗

にリンクしていく、観光施設にリンクしてい

くようなそういったつなぎ方をこのいわゆる

端末機ではしていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（岡 弘悟君）ガラケー、中高齢者の

スマホ以外の方への対応は考えておられるの

かという答弁お願いします。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）確かに、比較

的高齢の方と若い方のその世代の違いで今情

報の伝え方というのは非常に難しくなってお

ります。ガラケーで直接情報発信するという

考え方は今のところできてないんですが、ガ

ラケーでもちょっとしたサイトを見るような

ことも今、できている、そういう端末機もあ

ると思いますので、私のところのＬＩＮＥ＠

で情報発信さしてもらったり、電子的にでき

ないものであれば、紙媒体とかでしっかりお

伝えしていければなというふうに思っており

ます。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ほんまにもう対象が中

高年と書いてくれてますので、やっぱりそこ

やと思うんですよ。１人でも多く来てもらお

うと思ったら、いかに来てもらうための手段

を使うということで、確かにガラケーに対応

というか、そのウエブページがガラケー対応

にできると思います。もし、部長わからんか

ってもシティセールス推進課の皆さんもいら

っしゃいますし、そこ対応していかな、せっ
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かく中高年対象とやっとるのに、いや、来て

もわからんねんというたら、これ、来てくれ

てもその１回切りで終わってまいますやん。

やっぱり何回も来てほしという思いもあるの

で、そのあたりもこれ、要望にしときますけ

れども、ガラケーが見れるウエブページに対

応していただきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ないようですので、次

に、８款土木費、９款消防費、20ページから

23ページまで質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ないようですので、次

に、10款教育費、22ページから25ページまで

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ないようですので、歳

出を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。４ページをお

開きください。歳入全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ないようですので、歳

入を終わります。 

 それでは、歳入・歳出全般について行いま

す。 

 質疑ありませんか。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）27ページ、28ページ

の債務負担行為のところなんですが、いきい

きルームの運営委託という部分があるんです

けれども、いきいきルームはたしか28年度の

途中から直営を委託契約をされて変更されて

いると思うんですが、まず、その利用者数、

延べ利用数とそれから登録されている登録者

数がまずわかればお教えいただきたいのと、

ちょっとこれは介護保険特別会計の13ページ

にも同じいきいきルームの運営委託という形

で委託料とそれと一般財源の金額も上がって

きておるんですが、ちょっと私、一般財源の

金額がこのページの金額ともう一つ特別会計

の13ページの一般財源の金額がちょっと違う

という部分がございまして、この辺のところ

がよく理解できないので、その辺も含めてち

ょっとお教えいただけますでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）土井議員、特別会計の

ほうにはまだ行ってませんので、一番最初の。 

○18番（土井裕美子君）わかりました。そう

なんですが、それでは、いきいきルームの一

般会計のほうの458万4,000円の内訳の説明を

お願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）このいきいき

ルームの委託につきましては、平成28年10月

１日から契約先が医療法人敬英会に委託して

おります。これが平成30年３月31日までとい

うことで、これが現契約でございます。今回、

債務負担行為として上げてございますのは、

平成30年４月１日からの３年間、33年３月31

日までということで、契約方式はプロポーザ

ルを予定しております。 

 それと、利用実績でございますけども、平

成28年度の利用者数は男性が7,806人、女性が

9.612人計１万7,418人でございました。28年

度の新規登録者数としては510人でございま

した。 

 それと、この債務負担行為の金額でござい

ますけれども、どちらから支出するか、今、

全事業費の１割部分を一般会計で見まして、

残りの９割部分を特別会計で見ると、こうい

うふうなこととしております。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）27ページから斎場火葬

業務委託について伺いたいと思います。これ
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までの経過とそれと参入の要件で結局、こう

いう経験があるかと、業務に携わった経験が

あるかどうかというようなことをもし重視す

るのであれば、なかなか競争によって適正な

価格を決めようと、委託料を決めようという

趣旨が生かされないので、また、きっちりと

引き継ぎもできれば経験というのもそんなに

重視する必要もないと思いますので、その辺

のところの指名競争入札に至る参入要件と、

また、指名される要件というのはどういうふ

うに考えておられるのでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）私のほうから参入

の要件についてお答えします。 

 今回の斎場火葬業務につきましては、役務

の提供業務となりまして、契約事務規則第21

条及び第22条に基づき、契約の公正かつ有利

な契約の締結及び履行を図るため、契約の種

類及び金額に応じて入札参加有資格者名簿に

記載されたものの中から５人以上指名するこ

とになっております。 

 それと、入札参加資格申請というのが必要

でございまして、入札参加資格申請につきま

しては申請時の１月１日現在で起業してから

１年以上の営業実績が必要ですので、履歴事

項証明書等で期間が不足している場合は入札

参加申請というのはできないというふうにな

っております。 

○議長（岡 弘悟君）市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）斎場のこれま

での経過を少し申し上げます。現在の高野口

斎場については旧高野口時代に火葬炉４基、

動物炉１基が新設されており、新市発足後以

降２基増設し、現在平成24年４月より火葬炉

６基、動物炉１基が稼働しております。増設

後の火葬業務については平成24年から26年度、

平成27年度から29年度のそれぞれの３カ年に

ついては市内業者と委託契約を締結し、火葬

業務を委託しておるというのが現状でござい

ます。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君、答弁も

れ指摘してください。 

○１番（松浦健次君）引き継ぎというか、参

入の要件としてそういう業者、こういう業の

経験がこれまでにあるか、あったかどうかと

いうことが要件となっておりますか。それを

なっておるとすれば、重視するんですか。重

視するのは不合理だと私は思いますよ。引き

継ぎをきちんとすれば、昔だったら、具合を

見て、いろんな火の調整とかやらんなんだっ

たけれども、今だったら全て自動でやってお

りますので、特にそういう業務に携わった経

験がなくても引き継ぎさえきっちりやってい

ただければちゃんとその能力については問題

ないと思うんです。だから、その辺のところ

についてどういうふうにお考えかということ

を先ほど申し上げました。 

○議長（岡 弘悟君）市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）従来この委託

業務を結ぶにあたって仕様書がございます。

その仕様書の中の資格等という条件及び資格

等という案件がございまして、まず一つとし

ては、火葬業務従事者は63歳未満とする。も

う一つが、高度で複雑化した設備機器を取り

扱うため、従事者のうち２名以上は火葬業務

経験者であること。この経験者とは直近５年

以内に平成元年以降に設置された火葬炉で１

年以上火葬業務に携わっていた者をいう。ま

た、火葬業務従事者のうち１名以上は危険物

取扱乙種４類の資格を有していること、また

新たに同資格を取得する際の費用については

受託者が負担するものとすると、こういう文

言がございます。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）そのいろんな要件は結
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局既得権者の保護というか、そういうふうに

つながるもので、そんなに特殊な業務ではな

いと、現在の装置というか、考えれば。だか

ら、そういう要件をつけてそれを満たさなけ

れば参入できないということは既得権益者の

保護につながるもので、私はこの要件を緩和

すべきだと思うんですけどもいかがでしょう

か。 

○議長（岡 弘悟君）市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）確かに今、１

番議員が言われるとおり、参入資格について

は少し厳しい部分もあるというふうに感じて

はおります。今回、債務負担行為を上げさせ

ていただいておりますので、次回の入札まで

にはこの件も含めて検討する必要はあると考

えております。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 ５番 坂口君。 

○５番（坂口親宏君）ちょっと教えてほしい

んですけれども、今、歳出をやってますので、

先ほどからお話が出ているＤＭＯ関係なんで

すけれども、歳出全体の商工観光費にもＤＭ

Ｏ関係の予算が組まれてないんですが、これ

はどこを見たら本市の負担がわかるんでしょ

うか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）本年度10月に

ＤＭＯは立ち上がるんですが、行政が直接負

担する支出については、この補正の中で提案

は予定しておりません。従前から観光協会へ

委託しておった観光案内所の業務委託であっ

たり、駅前のパフォーマンスイベント事業、

こういった部分についてはＤＭＯが引き続い

てやっていくことになります。そういうこと

から、今年度に関しては新しい予算について

は計上させていただく予定はございません。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 この際、11時30分まで休憩いたします。 

（午前11時20分 休憩） 

                     

（午前11時30分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 ほかにありませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）25ページちょっとすい

ませんけども、お聞きしときます。15節の162

万円、中学校施設整備工事費というのがある

んですけども、その場所とそれから規模を教

えてください。 

 それから、地区公民館の120万円、修繕料と

いうんですか、それは地区公民館は幾つかあ

るんだけど、その場所とそれから内容をちょ

っと聞かしてください。 

 それから、27ページの債務負担行為の中で

学文路地区公民館新築工事設計監理委託料

1,116万7,000円、その中で平成29年から31年

度までの負担行為ですけども、地方債が970

万円と一般財源が146万7,000円と内訳がある

んですけども、それについての委託料と、そ

れからこれについてはだいたい期限というん

ですか、いつ頃を目標にこの負担行為が通れ

ば予測。それから、これに対する面積と大き

さと、それから、約でよろしいんやけどもど

れぐらいの規模で建て替え費用が要るんかと

いうのをちょっと予備的にお聞かせ願えたら

と思うんですが。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）まず一点目の25ペ

ージの中学校施設等整備に要する経費、工事

費、中学校施設整備工事費162万円についてお

答えをいたします。これにつきましては高野

口中学校の屋上防水工事を行うことになって

おります。ただ、広い範囲を施工できるよう
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に前ページにございます小学校の施設整備工

事費を減額、同額162万円減額いたしまして、

中学校のこの工事につけ替えを行うという予

算の措置でございます。 

 続きまして、公民館の需用費の修繕費につ

いてお答えをいたします。すいません、これ

は紀見北公民館でございまして、内容といた

しましては消防設備の取り替え等でございま

す。これにつきましては、指摘があったもの

を取り替えるということで、本年２月に知事

のほうから施設改善が出ておりますので、そ

れに対応する工事となってございます。 

 次に、学文路の設計委託についてご説明を

申し上げます。設計費につきましては今、お

ただしのあったように1,116万7,000円という

ことで、内容といたしましては設計に係る委

託料として686万880円、それから監理の委託

料として421万5,240円、それからそれに伴い

ますボーリング調査として86万4,000円とい

うことで、計1,116万7,000円となってござい

ます。 

 続きまして、施設の概要についてご説明を

いたします。まだ現在、計画の途中でござい

ますので、概要ということでご理解をいただ

きたいと思います。学文路地区公民館新築工

事につきましては、構造としましては鉄骨造

平屋建て、延べ床面積が515㎡となってござい

ます。あと、防火水槽等駐車場等を含めまし

て、工事費として２億954万4,400円を見込ん

でございます。期限につきましては、設計に

つきましては平成30年の６月をめざしており

まして、それ以降の工事着手ということで、

完成につきましては31年度の早い時期という

ことをめざしてございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）よろしいですか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）よくわかりました。た

だ、設計委託料が出てるんですけども、関連

ですけども、新築をする経緯、新築をするた

めの経緯。今現在ある公民館がありますやん。

何でそこへ新築せんなんのか、古いんか、ほ

かに古いとこ、一番古いんか、優先順位はそ

こであるんかどうかいうことを一応、それも

含めて。 

 後の、その公民館をこっちへ新築で持って

きたとするでしょう。そしたら、今ある公民

館の跡の問題もあるんですけども、そういう

ものももろもろちょっと聞かしといてもろた

ら、この委託料、委託をするために我々もや

っぱり知っとかなあかんと思うので、そんな

ことについてちょっとお聞きしときたいと思

います。 

 それから、31年度の完成ということなんで

すけども、ここにはたしか、今、計画してい

る別のこども園の計画もそこにあると思うの

で、同じような場所に。そこらのその建築し

ていくために、こども園とのお互いの邪魔に

なるというんか、どっちが早うなるんかわか

らんけど、公民館が早うなればそれでええん

だけど、そこらのところをいっぺん、こども

課との調整がとれとるのかどうかということ

をお聞きしときます。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）お答えをいたしま

す。 

 まず、学文路公民館につきましては、現在

南側にありますが昭和57年の４月に開館をい

たしております。公民館につきましては、最

も古いのが紀見地区公民館で昭和56年という

ことで１年の差がございます。山田地区公民

館につきましては西部地区公民館、56年で改

築いたしまして、27年に開館をいたしており

ます。現学文路地区公民館につきましては、

過去においても防水、浄化槽の水もれ等過去

に工事、それからボイラーの故障、１階のエ
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アコンの故障等ございましてかなり老朽化が

進んでおります。それから、２階のホールの

クロス等もかなり傷んでおるということで、

館のほうからは要求が上がってきてございま

す。そういう中で、新築をめざすということ

で、２館、残ってございます紀見と学文路に

ついて教育委員会としては新しい建設をめざ

していたというところでございます。 

 それから、現在の学文路地区公民館が移設

になった場合の跡地につきましては、現在の

ところ建物つきで売却できないかということ

での検討をしてございます。 

 それと、開設年度の31年度の早い時期と申

し上げましたが、これにつきましては当初、

公民館につきましては、もう少し遅い予定も

しておりました。ただし、こども園が31年の

４月開園をめざして進んでおるということで、

こども園の保護者の説明会等の中でも開園後

に工事、公民館等の工事があれば安全面それ

から保育環境等が心配であるとのご意見もい

ただきましたので、同時期をめざすこととな

りました。 

 その建設場所でございますが、これまでの

経緯を申し上げますと、中学校の合併が進む

中で橋本中学校、学文路中学校、西部中学校

の統合の準備会が開かれております。その中

で学文路中学統合準備会では、中学校の跡地

利用として地域のコミュニケーションの核と

なる地区公民館の要望が強く出されておりま

した。そんな中で本年２月に現校舎を解体し

て公私連携幼保連携型こども園の建設の方向

性が決定され、開園に向け動き出したところ

です。その解体した校舎跡地の一部を利用し

て公民館を建てるということの決定をいたし

ました。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）こども課との調整。 

 教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）すいません、こど

も課との調整につきましては、絶えず行って

おりまして、保護者の説明会等につきまして

も私たち教育委員会として参加もさせていた

だきまして、その概要を説明させていただい

たり、保護者からのご要望もいただいたりと

いうことで、常に連携をとりながら進めてい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）さっきの市長の答弁い

ただいてありがとうございます。21ページの

高野口の関連の、先ほどの市長答弁のちょっ

とだけ続きなんですけど、別に市長の思いは

わかっとるんです。こういうふうにしていき

たいというのも何となしにわかるんで、よう

やってくれとるという認識は僕、持っとるん

で、さっき観光と振興とか、これは分けてと

いう話があって、それは僕もわかっとって、

僕、言うたのは黒河道のとき、ここの高野口

のときにこんだけきれいに話、物事進むんや

ったらこの答弁おかしいんちゃいますかって

言うただけであって、はたごんぼとか農業の

ことは言ってないんです。だから、黒河道の

ときに尋ねたことの返事というのがちゃんと

返ってきてないのに、こっちのとこだけスム

ーズにいくというのがちょっとおかしいなと

思ったんで言わしてもろただけで、それが議

事録に載ってはいかんので言わしてもうただ

けで、いっこも市長のあれに言うとるわけと

ちゃうんです。はたごんぼは僕、言うてませ

んし、黒河道と橋本市が、これがＤＭＯはお

いといて、橋本市が公務員、現場の職員が市

の観光の大綱的なものがないのに前へ進めら

れへんでしょうということを言うとるだけで

あって、そこのとこはもう要望でええんで、

そこらもうちょっと部内、ほんで課の中、ほ
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んで現場とのその整合性、草刈りいっこでも

全部僕らやっとるんやということ、もうちょ

っと謙虚に、誠実に対応していただきたいと

いうことを要望させていただきます。答弁は

結構です。 

 ページ変わります。27ページでございます。

設計監理、学文路公民館です。ちょっと長い

のでメモのご用意お願いします。質問それた

ら議長のご指摘をいただきたいと思います。 

 まず、一般質問でもあったので、一般質問

の再質問みたいな聞き方になるんですけども、

その計画、もともとの計画をどこまで見とる

かということが一点、ちゃんとスタートライ

ンの確認として聞きたいのと、二つ目、周辺

整備というワードで答弁があったと思うんで

すけども、周辺整備はどこまで思ってくれて

るのかということを再度確認します。答弁で

わかっとんですけども。 

 三つ目に特例債とか有利な起債どうのこう

のという話になったら、今これ入れとかんで

ほんまにええんですかということ、これが三

つ目。周辺整備に対してね。 

 四つ目にこども園も絡むことなんですし、

こども園とあと体育館が残ることで社会体育

の場所が残るということで、入り口が旧学文

路中学校の校門だけの入り口が１個になって

しまうということなんですけども、これに対

しての車の事故であったりとか、今までの車

の量が、明らかにあの周辺が密集して増えて

くるということ、当然、議論してくれとると

思うんですけども、これに対しての安全性。

例えば、そんなことないと思うんですけども、

今、免許返すやらどうたらということもよく

議題にのりますし、ブレーキとアクセル、前

と後ろ間違うて踏んだとか、そういうのもあ

ります。当然、こういうことも予測された上

でこの駐車場とかそういう、周辺整備と絡む

んですけども、ここらの議論、全体的なもの

は大丈夫やということを、物事は100％はない

にしろ、大丈夫やろかいというような議論は

ちゃんとされているのか、これが四つ目。 

 五つ目にちょっと危機管理的なことになる

んですけども、旧学文路中学校の南側の山の

上に大きな池があるのはご存じやと思います。

そこの地元要望というのは上がっとると思う

んですけども、ある程度の安全性、防災マッ

プとかハザードマップとか何かあったときの、

このあると思うんですけど、避難所になっと

るから大丈夫やとは思うんですけども、そこ

も大丈夫であるという認識の議論をしたのか

どうか、これが五つ目。 

 六つ目、これ、市長にお伺いするんですけ

ども、全体的に、今、お金ないさかいここま

でしかでけへんよというような教育委員会の

６番議員への答弁やったと思うんですけども、

これはやっぱりどこの公民館見てもやっぱり

違うと思うんです。こども園見ても公民館見

てもそのままで終わっとるということはない

と思いますし、財政難の中でも一生懸命ここ

までやったろやないかということに対しては

本当に感謝しとんやけども、今、金なかって

もええんでいずれ考えとるよ、見捨てれへん

よと、そういうふうな見解を持ってくれとる

のかどうか、ここの合計六つお伺いします。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）抜けておりました

ら、またご指摘をいただきたいと思います。 

 まず、一点目の学文路地区公民館の計画で

ございます。先ほど規模等を申し上げました

が、計画に至る理由につきましては先ほども

申し上げましたとおり古い建物でございます。

それから、あの公民館については小会議室が

ないということで以前からご要望もいただい

ておりました。そんな中で統合準備会の中で

そういう議論がございました。統合準備会の

中ではいろんな論議をされた中で最終的に公
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民館をという地域のご要望であったというふ

うに思っております。そういう中で計画をさ

せていただいて取り組んでいるところでござ

います。 

 周辺整備につきましては、先日、６番議員

にもお答えをさせていただいたとおり、ご要

望はいただいているのは事実でございます。

そんな中で財源の確保ができないということ

で、今のところはできないということでのご

答弁をさせていただきました。 

 特例債の活用について、この周辺整備も含

めてやっていくべきではないのかというおた

だしでございますが、特例債につきましても

非常に少なくなってございます。この計画を

立てていくといいますか、採択していく過程

におきましては、実は公民館の建設費用につ

いてもかなり絞り込んで、財政がもちろん許

す範囲での計画ということでのゴーサインを

いただいたところでございます。そういう意

味でも今のところはできないというご答弁に

させていただいてございます。 

 それから、こども園の入り口につきまして、

体育館と公民館とというところの交通量等の

お話でございますが、こども園につきまして

は橋本市内で最も小さいこども園ということ

で63名の定員ということになってございます。

それから公民館につきましても活動時間がお

のずと違います。こども園につきましては朝

のピークは７時50分からだいたい８時半ぐら

いまでというふうに考えてございます。夕方

につきましても４時半ぐらいから６時までの

間ということで、想像をしてございます。と

なりますと、公民館の利用者の方との時間帯

等は変わってくるのかなと。そんなに混雑等

しないとの予測でございます。 

 それから、防災マップ等につきましては、

載っておることについては承知してございま

す。ただ、増水等の予測につきましては前も

って台風でありますとか増水につきましては

予測できるものと考えてございますので、そ

れについては事前に対応はできるのかなとい

うふうに判断してございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えします。 

 私もいろいろ検討しました。まず、本当に

そこの道が必要なのかというのが一点ありま

す。国体のときに広い道路を１本、道を入れ

てますので、それをまず活用するべきだろう

と。 

 もう一つは、あの運動場がまず舗装するこ

とができないというのは、排水機能的に非常

に弱いというところがありまして、そこに大

きな問題がある。当初、運動場を改修して、

当初１億円ぐらいかかると言われたんですけ

ど、１億円かかるけど効果ないよという、結

局は水を流していくと堤防なので、堤防にも

う一個穴をあけらなあかんという問題があり

まして、こんなん国交省が絶対許可をおろし

てくれませんので、そういうところで果たし

て道を広げることのメリットがあるのか。そ

して、河南道路からあそこへ入れる場合、相

当な、あれも県道ですので交差点改良も必要

になってくると思います。選果場の信号をつ

けたときも、相当後ろ側から徐々に道を広げ

ていって、用地も買収して信号をつけたとい

う経緯もありますから、その辺のこともやっ

ぱり考えてみて、もし、公民館、こども園が

開館したときには、そして、その通行量を見

てどうしても必要な通行量があるというふう

なことが、今の中で渋滞が発生するとかいう

ところを発見できれば、理解できればという

思いもあります。ただ、あまりこども園もあ

りますので、例えば防球ネットも取って本当
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に道もやることがこども園の変な人間の侵入

を、逆に限定、防球ネットあるままにしとい

たほうが安全ではないかなという思いもあり

ます。 

 財源の話なんですけども、昨日から言って

おりますように合併特例債も限りが、ほとん

ど半分ぐらいは学文路地区のためにこども園

の建設と公民館の建設に使ってまいります。

合併特例債というのは32年度まで使えますの

で、その中で例えば、公共工事で必要なとこ

ろができたときにその合併特例債をはめて少

しでも市の負担を減らしていくというふうな

こともありまして、本当に緊急性の高いとこ

ろの道路整備というのを優先していきたいと

いうふうに考えていまして、その中でどうい

う形で、32年度で終わりなので、そこから先

どうするんやと言われたら非常に今、悩まし

いんですけども、有利な起債がないので、公

共事業債みたいに100％借金やというふうな

起債しかない部分もありますので、そこから

どうしていくんや。紀見公民館ほなどうする

んやと言われたら、財源どうしようかなとい

うふうな思いもありまして、とにかく今、統

合委員会でこども園と学文路公民館というの

は必要やと、そこに建ててほしいというふう

な要望のある中で今、市としてできる最善の

方法でやっているということをご理解いただ

きたいというふうに思っています。 

 先ほど、教育部長、上のため池の話、平谷

池については、現在、県とあそこの整備計画

を現在進めています。丸尾池が終われば河南

の二つの池を整備していくというふうに改修

するというふうに今現在、考えておりますの

で、そこについてはため池についても整備を

するということでございますので、その辺に

ついてはご理解をいただきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ご丁寧にありがとうご

ざいます。ほんまによくわかりました。気持

ちよく賛成できるものであります。副市長、

何かいいですか。答弁したかったらあれです

けど。今、丁寧に全部説明いただいたので、

自分の中では十分理解できて、合併特例債も

何らかの緊急性あったときのために置いとき

たい。これはもう市民全体のためにそれはも

う理にかなった話でございまして、僕ばっか

りがここもやっといたらどうやというのはわ

がままな話ともとれることなので、反省いた

します。 

 ただ、先ほども申し上げたように、やっぱ

りどこの公民館を見ても、教育長なんかせん

ぞ走り回ってくれとるさかいに、公民館、放

りっぱなしのとことか橋本市内にないのは事

実ですよね、言うたら。きれいにせいとかそ

ういうことじゃなくて、やっぱりちょっとひ

っかかる部分も実際あって、納得せなあかん

部分もあるということで、答えはないんです

けども、やっぱり何かあってからでは遅いの

で、教育部長も言われたようにある程度の予

測は立っとると言うけども、危ないことは危

ないでやっぱりもうちょっと気を張って見と

いてもらわんと、オープンしたのはええけど

も事故が起こってしまったというのは一番や

っぱり地元としては一番つまらん話になるの

で、そこだけは教育委員会に強くお願いさせ

ていただきます。もう答弁は結構でございま

すので、ありがとうございます。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）あと一件だけ、17ペー

ジの民生費、上から３段目なんですけど、負

担金補助及び交付金、子育て支援センターを

継続的に支援するために必要な改修となって

るんですけど、その改修はどんなのかと、各

園で違うのであれば、各園別でこの点だけお

願いします。 
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○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）この子育て支

援拠点環境改善事業費補助金514万9,000円で

ございますけれども、内容につきましては四

つの子育て支援センター、神野々ホットルー

ム、ここは床張り替え、壁改修等を予定して

おります。橋本こども園の中にある子育て支

援センターにつきましては、トライアングル、

プラットホーム、バランスボード等の購入、

それと応其こども園内にある子育て支援セン

ターについてはホワイトボード、支援室紫外

線赤外線カットコーティング、それとあやの

台保育園の中にある子育て支援センターにつ

きましてはカラーマット、遮熱テントと、そ

れぞれの子育て支援センターの整備内容は違

いますけれども要望を採択してということで

ございます。これは国が４分の３、市が４分

の１という補助金も確定しております。 

 以上でございます。 

○議長（岡 弘悟君）よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）27ページの債務負担行

為のところなんですけども、先ほど市長も答

弁いただいて、紀見の問題も出てきたんです

けども、この債務負担行為をやはり納得して

賛同していきたいので、若干ずれるかもわか

りませんけども質問したいと思います。 

 先ほど教育部長の答弁で、古いところの公

民館が上がったんですけども、これからいき

ますと残されたのは紀見だけということなん

です。ある程度紀見の話も納得しないと、こ

このところでは僕らも市民もちょっと納得し

ない部分があるのかなと。学文路地区公民館

の建設につきましては十分理解をしておると

ころなんですけども、そしたら残された１個

についての一定の考え方といいますか、市長

先ほど答弁いただいたんですけども、教育委

員会としてどういう考えでおられるのか、そ

れを聞いた中で納得していきたいなと思うん

です。そういうことで、ちょっとはずれるん

ですけど紀見の問題について考え方を。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）議員おただしのとお

り、学文路地区公民館が建設になりますと、

残す老朽化している公民館としては当然、紀

見地区の公民館がございます。このままでは

やはり建築としても耐久性も弱くなるだろう

ということで、喫緊の課題であると捉えてお

ります。紀見地区公民館の建設に向けて今後

は取り組んでいきたい。ただし、地元要望も

ございますしいろんなご意見もあります。ど

こに建てるのかという大きな課題もあります

し、その部分をクリアしながら自分たちは残

る紀見地区公民館の建設に向けて取り組みを

進めていきたい。これちょっと抽象的なお話

になりますけども、今はそういう形で紀見地

区公民館は必要な公民館である、新設が必要

な公民館であると、そういうふうに考えてお

ります。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）これで終わりたいと思

います。今の関連のお話で、紀見地区が出た

のでちょっとあれなんですけど、確かに紀見

地区は面積も広くてどこに建てるんやという

のは非常に悩ましい問題というのは僕自身も

考えています。なので、今の段階でどこに建

てるのよと明確に出すというのは本当に非常

に難しい話であるとは思うんですけども、今

現状でいくと、各区長方で議論してください

よとなっているのかどうかってあると思うん

ですけども、やっぱりそこは行政がちょっと

勇気を出して、コーディネート役というんで

すか、議論した上で５年かかろうが10年かか

ろうが僕はええと思うんですよ、建設に対し
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て。ただ、やっぱりきっちり議論する場を、

任せとくんじゃなくてきっちり間に入ってい

くという役割も僕は行政として重要かなと思

いますので、今後その点も１回また検討して

いっていただきたいと思います。 

 それで学文路地区の債務負担行為の議案に

対してなんですけども、１回、委員会でこれ

とはまた違うけど学文路の公民館の計画の報

告をいただいて、前にあったんですかね。そ

れで今回、議案に上がってきて、開会日に提

案されて休会中、やっぱり僕らも議決するか

らにはきっちりと、「うん？」と思う部分には

説明を求めるし、きっちり納得して賛成、反

対は示していきたいと、それ当たり前の話な

んですけども、その上で閉会中に何度も教育

委員会へ調査というか行かせていただいて、

何時間も何時間も毎日毎日議論をしてまいり

ました。そんな中で思ったんですけども、最

終の金曜日ぐらいですか、ほんま何日も何日

も話をしてからやっとこの公民館に対しての

具体的な資料が出てきたというのが一点あっ

たんです。 

 要するに言いたいのは、職員すごい、議論

する中で見えてきたのは、めっちゃいろんな

パターンを考えて時間をかけて計画を立てら

れてはったんですよ、資料見たときに。改め

て職員て本当に優秀だなとそこでやっとわか

ったんですけども、にもかからわずこの議案

として上がってくるとか資料に対して本当に

ちょっとだけ、これでやります、これでやり

ますみたいな感じで来てしまうというのは、

お互いにとってもどっちにとっても得はない

んかなというふうに思ってしまいました。 

 というところで、今後またこんな重要な案

件とかいう分であるんであれば、できる限り、

じゃあどこまで出すのよという議論もあるけ

ども、できる限りご丁寧に資料を出していた

だきたいなというのが一点思います。 

 それも踏まえて、ここ議会としても我々議

員としても、やっぱりもっと職員の方々とさ

まざまな議論を、この議会だけじゃなかって

もきっちりしていかなあかんなという、そん

な点も僕、今回すごく感じましたので、今後

またこんな重要案件に関しては資料を出して

いただくのもそうですけども、またふだんか

ら密になって議論していきたいと思いますの

で、その辺の見解、二点お答えください。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）一点目、紀見地区の

公民館ということですか。もういいですか。 

 資料、一点。あと、二点とおっしゃられま

したので。 

○19番（小西政宏君）今後そういうふうに議

論していきたいなというその見解だけ、簡単

に。 

○教育長（小林俊治君）わかりました。 

 自分たちもこの平成27年度に既存施設を活

用して公民館とこども園ができないかという

ことで、かなり検討させていただきました。

文教厚生委員会、臨時のときに、ご意見をい

ただいてそのときに出させていただいた資料

はかなり簡素化された資料であったと思いま

す。ただ、内部でかなりもんだ資料でござい

ますので、あまり外へというのも配慮もあり

ました。議員おただしのとおり、今後いろん

な機会を捉えて、それぞれの部会もございま

すのでそのときにも丁寧に説明させていただ

いて、自分たちの取り組みとそれが是か非か

の判断もいただき、今後どうすればいいかと

いうことも自分たち自身で考えて取り組んで

いきたいと思っていますので、そういう決意、

気持ちでおります。 

 また、自分たちもいろんな場でお話をさせ

ていただきたいと思いますので、どうぞお越

しいただいて、いろいろ協議を重ねたいと思

いますのでよろしくお願いします。 
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○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 ３番 杉本君。 

○３番（杉本俊彦君）紀見公民館の話なんで

すけども、地元の一部の区長にしか聞いてま

せんが、ここどうやというような場所は聞い

ております。多分、教育長のほうにも市長の

ほうにも耳には入っておるようなエリアなん

ですけれども、次へ向かって新しく教育長の

ほうで市に対してちゃんと予算どりを請求し

ていただいて、教育長にその権限があるのか

どうか知りませんが、ぜひ、この間表明され

ました平木市長の次期のときに絶対もう紀見

の公民館は公約に入れていただいて、やって

いただけることをご期待いたしますので、ど

うかよろしくお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）要望でよろしいですか。 

○３番（杉本俊彦君）要望で結構です。 

○議長（岡 弘悟君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）先ほどの小西議員のお

考えとちょっと私、考えが違いまして、市の

職員、一生懸命やるんですけども、結局今回

はもうはっきり言うのはやはり市長の施策で

こういう形になった、こども園も公民館も。

というので、いくら職員が一生懸命案をつく

っても結局政策調整会議にのっかってからと

いうものでは今回ないと思うので、やはりい

ろんな施策をきっちり変わったらきっちり市

長なり副市長なりちゃんと説明をしていただ

いてすれば、今まで職員がせっかくしたこと

が全て無駄になるということが結構出てくる

ので、今回、こども園計画もいろいろ公設民

営から民設民営という変わったの、そのとき

は公設民営という形のいろんな形の中で設計

もし、プラマイどれが一番ええんやというよ

うなことも考えたりしておるので、それを今

度最終的にこうなったというのは、やはり市

長がそういう思いでやられたというのが今回

は非常に強いと私は思いますので、そこらあ

たりは職員もやはりどんどん市長ともっとデ

ィスカッションしてもっと前向きにやっても

ろたらとは思います。 

 以上です。答弁はいいです。 

○議長（岡 弘悟君）議長より申し上げます。

議論が少し膨らんでまいりましたので、もと

の議論のほうに戻して質問をよろしくお願い

いたします。 

 ほかにありませんか。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）先ほど５番議

員のおただしの中でＤＭＯに関する補正提案

についてでございますが、９月議会で提案は

させていただいてないんですが、現在かつら

ぎ町と一緒に地域連携の地方創生の事業の申

請を進めております。具体的な内容について

はこれからかつらぎ町と詰めてまいるんです

が、これが内示されるような状況になりまし

たら、それぞれの観光による地域振興のプロ

モーションをかつらぎ町と橋本市それぞれが

申請することになりますので、この部分の業

務についてはＤＭＯのほうに委託していく可

能性が十分あり得ます。そういうところから

状況によったら12月、場合によっては３月に

提案させていただく可能性があることを訂正

しておわび申し上げます。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今回の補正の

15ページ、８番議員に対する答弁の中で、公

私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営

法人選定審査会委員報酬の関連といたしまし

て、選定方法に言及したときに、私のほうか

ら点数化と一定のボーダーラインというよう

な言葉でご説明をいたしました。何か自動的

に確実的に決まってしまいそうなような印象

を与えたかと思います。言葉足らずでござい

ました。あくまでこの審査会は条例に基づい

て設置した市長の諮問機関でございますので、
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私ども事務局からご提案する、そういうふう

な手法を通じまして、最後に各委員のいろん

な面からの協議あるいは審査を経て、審査会

としての意見として法人の候補者、これを答

申ということでいただくということでござい

ますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）よろしいでしょうか。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第１号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第１号 平成29年度橋本市一

般会計補正予算（第３号）について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 この際、午後１時15分まで休憩いたします。 

（午後０時14分 休憩） 

                     

（午後１時15分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第25 議案第２号 平成29年度橋本市

国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について 

○議長（岡 弘悟君）日程第25 議案第２号

平成29年度橋本市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第２号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第２号 平成29年度橋本市国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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 日程第26 議案第３号 平成29年度橋本市

介護保険特別会計補正予算（第

２号）について 

○議長（岡 弘悟君）日程第26 議案第３号

平成29年度橋本市介護保険特別会計補正予算

（第２号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第３号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第３号 平成29年度橋本市介

護保険特別会計補正予算（第２号）について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第27 議案第４号 平成29年度橋本市

後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について 

○議長（岡 弘悟君）日程第27 議案第４号 

平成29年度橋本市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第４号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありあませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第４号 平成29年度橋本市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第28 議案第５号 平成29年度橋本市

病院事業会計補正予算（第１号）

について 

○議長（岡 弘悟君）日程第28 議案第５号 
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平成29年度橋本市病院事業会計補正予算（第

１号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第５号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第５号 平成29年度橋本市病

院事業会計補正予算（第１号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

   

 

     

 


